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○
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
八
号

文
部
科
学
省
文
書
取
扱
規
則
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
・
文
化
庁
訓
令
第
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

文
部
科
学
省
文
書
取
扱
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

接
受
、
配
布
等
（
第
三
条
―
第
七
条
）

第
三
章

起
案
、
決
裁
等
（
第
八
条
―
第
二
十
一
条
）

第
四
章

発
送
等
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
五
条
）

第
五
章

人
事
関
係
文
書
の
取
扱
い
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
六
章

電
子
文
書
の
取
扱
い
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
六
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
七
条
）

附
則

第
一
章

総
則
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
文
部
科
学
省
本
省
の
内
部
部
局
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
内
部
部
局
及
び
文
化
庁
の
内
部
部
局
に
お

け
る
文
書
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
事
務
能
率
の
増
進
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
訓
令
で
用
い
る
組
織
の
名
称
及
び
職
名
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

局
課

局
、
大
臣
官
房
人
事
課
、
大
臣
官
房
総
務
課
、
大
臣
官
房
会
計
課
、
大
臣
官
房
政
策
課
、
大
臣
官
房
国

際
課
、
大
臣
官
房
文
教
施
設
企
画
・
防
災
部
及
び
国
際
統
括
官
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
内
部
部
局
並
び
に
文
化
庁
の
内

部
部
局

二

総
合
調
整
課

前
号
に
規
定
す
る
局
課
（
大
臣
官
房
政
策
課
、
大
臣
官
房
国
際
課
又
は
国
際
統
括
官
を
除
く
。

）
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
次
号
に
規
定
す
る
課

三

課

課
（
大
臣
官
房
人
事
課
、
大
臣
官
房
総
務
課
、
大
臣
官
房
会
計
課
、
大
臣
官
房
政
策
課
又
は
大
臣
官
房
国

際
課
を
除
く
。
）
、
大
臣
官
房
文
教
施
設
企
画
・
防
災
部
参
事
官
、
初
等
中
等
教
育
局
参
事
官
、
高
等
教
育
局
私

学
部
参
事
官
、
研
究
振
興
局
参
事
官
、
研
究
開
発
局
参
事
官
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
参
事
官
、
文
化
庁
参
事
官
、
室
（
大

臣
官
房
人
事
課
、
大
臣
官
房
総
務
課
、
大
臣
官
房
政
策
課
及
び
大
臣
官
房
国
際
課
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

及
び
班
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四

局
課
長

第
一
号
に
規
定
す
る
局
課
の
局
長
、
課
長
、
部
長
、
国
際
統
括
官
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
長
官
及
び
文
化
庁

長
官

五

総
合
調
整
課
長

第
二
号
に
規
定
す
る
総
合
調
整
課
の
課
長
（
大
臣
官
房
人
事
課
、
大
臣
官
房
総
務
課
及
び
大

臣
官
房
会
計
課
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
の
副
長
の
う
ち
か
ら
当
該
課
の
課
長
が
指
名
す
る
者
）

六

課
長

第
三
号
に
規
定
す
る
課
の
課
長
、
参
事
官
、
室
長
及
び
主
査

第
二
章

接
受
、
配
布
等

（
文
書
の
接
受
）

第
三
条

文
部
科
学
省
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
、
文
化
庁
、
局
課
若
し
く
は
課
又
は
文
部
科
学
省
本
省
の
内
部
部
局
、
ス
ポ
ー

ツ
庁
の
内
部
部
局
若
し
く
は
文
化
庁
の
内
部
部
局
に
置
か
れ
る
職
を
名
宛
人
と
す
る
文
書
は
、
大
臣
官
房
総
務
課
公

文
書
監
理
室
（
以
下
「
公
文
書
監
理
室
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
接
受
す
る
。

２

職
員
が
文
書
を
直
接
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
公
文
書
監
理
室
へ
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
監
理
室
の
接
受
文
書
の
処
理
）

第
四
条

公
文
書
監
理
室
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
を
接
受
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

接
受
し
た
文
書
（
親
展
又
は
こ
れ
に
類
す
る
表
示
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
直
ち
に
開
封
し
、
そ
の
内
容
に

よ
り
局
課
の
別
に
分
類
す
る
こ
と
。
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二

接
受
し
た
文
書
に
受
領
印
を
押
印
し
、
総
括
文
書
管
理
者
（
文
部
科
学
省
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
七

年
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
で
定
め
る
総
括
文
書
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
文
書
記
号
、
文
書
番
号
及
び
受
付
年
月
日
を
記
入
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
（
文
部
科
学

省
行
政
文
書
管
理
規
則
第
二
条
第
四
号
に
定
め
る
一
元
的
な
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当

該
接
受
し
た
文
書
の
文
書
記
号
、
文
書
番
号
、
受
付
年
月
日
、
件
名
、
発
信
者
、
名
宛
人
及
び
主
管
の
課
、
大
臣

官
房
政
策
課
、
大
臣
官
房
国
際
課
又
は
国
際
統
括
官
（
以
下
「
課
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
相
手
先
の
文
書
番
号

及
び
文
書
日
付
を
登
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
課
又
は
課
長
を
名
宛
人
と
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
受
領
印
を
押

印
し
、
受
付
年
月
日
の
み
を
記
入
す
る
こ
と
。

三

前
号
の
登
録
が
な
さ
れ
た
文
書
を
、
主
管
の
課
等
に
配
布
す
る
こ
と
。

２

公
文
書
監
理
室
は
、
接
受
し
た
文
書
の
う
ち
そ
の
処
理
に
つ
い
て
特
に
急
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
直
ち

に
名
宛
人
に
送
付
し
、
事
後
速
や
か
に
前
項
各
号
に
定
め
る
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
管
の
課
等
の
文
書
の
処
理
）

第
五
条

公
文
書
監
理
室
か
ら
文
書
の
配
布
を
受
け
た
課
等
は
、
直
ち
に
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
た
当
該
文
書
の
情
報
を
確
認
し
、
当
該
文
書
の
受
付
日
及
び
担
当
者
を
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

課
は
、
当
該
課
又
は
課
に
置
か
れ
る
職
を
名
宛
人
と
す
る
文
書
の
配
布
を
受
け
た
と
き
は
、
総
括
文
書
管
理
者
が
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別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
文
書
に
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
記
入
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
当
該
文
書

の
文
書
記
号
、
文
書
番
号
、
受
付
年
月
日
、
件
名
、
発
信
者
、
名
宛
人
及
び
担
当
者
並
び
に
相
手
先
文
書
の
文
書
番

号
及
び
文
書
日
付
を
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
文
書
の
取
扱
い
）

第
六
条

接
受
し
た
文
書
の
う
ち
文
部
科
学
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
及
び
次
項
の

規
定
に
よ
り
回
付
を
受
け
た
文
書
は
、
公
文
書
監
理
室
に
お
い
て
返
送
し
、
又
は
転
送
す
る
。

２

課
等
は
、
そ
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
文
書
が
配
布
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
文
書

監
理
室
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
の
抹
消
）

第
七
条

公
文
書
監
理
室
が
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
付
し
た
文
書
を
返
送
す
る
た
め
又
は
公
文
書
監
理
室
が
付
し

た
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
更
改
す
る
た
め
、
当
該
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
抹
消
す
る
と
き
は
、
公
文
書
監

理
室
に
お
い
て
こ
れ
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

起
案
、
決
裁
等

（
起
案
文
書
の
作
成
の
方
法
）

第
八
条

起
案
文
書
は
、
事
案
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

起
案
文
書
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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３

起
案
文
書
は
、
左
横
書
き
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
縦
書
き
の
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

４

起
案
者
は
、
起
案
文
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
当
該
起
案
文
書
並
び
に
当
該
起
案
文
書

の
件
名
、
起
案
者
、
起
案
年
月
日
、
文
書
名
義
者
及
び
文
書
宛
先
を
登
録
し
、
総
括
文
書
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
が
登
録
さ
れ
て
い
る
文
書
に
係
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
文
書

記
号
及
び
文
書
番
号
の
取
得
を
要
し
な
い
。

５

持
ち
回
り
し
て
決
裁
又
は
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
起
案
文
書
（
以
下
「
持
ち
回
り
文
書
」
と
い
う
。
）
の
表

紙
に
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
た
原
議
書
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

持
ち
回
り
文
書
の
と
じ
方
は
、
左
と
じ
と
す
る
。
た
だ
し
、
縦
書
き
の
も
の
は
右
と
じ
と
し
、
縦
書
き
の
関
係
資

料
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
右
と
じ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
起
案
文
書
の
区
分
）

第
九
条

起
案
文
書
に
は
、
件
名
の
後
ろ
に
括
弧
書
き
し
て
当
該
文
書
の
内
容
を
区
分
す
る
簡
単
な
語
句
を
明
示
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
文
書
の
区
分
を
例
示
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

請
議

閣
議
を
求
め
る
文
書
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二

制
定

省
令
、
告
示
、
訓
令
及
び
決
定
の
制
定
の
た
め
の
文
書

三

通
達

文
部
科
学
省
の
審
議
会
等
、
施
設
等
機
関
及
び
特
別
の
機
関
（
第
三
十
七
条
に
お
い
て
「
関
係
機
関
」

と
い
う
。
）
又
は
そ
の
職
員
に
対
し
て
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
示
達
す
る
た
め
の
文
書

四

依
頼

依
頼
の
た
め
の
文
書

五

照
会

照
会
の
た
め
の
文
書

六

協
議

他
の
行
政
機
関
等
に
対
す
る
協
議
の
た
め
の
文
書

七

回
答

依
頼
、
照
会
又
は
協
議
に
対
す
る
回
答
の
た
め
の
文
書

八

通
知

第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
掌
事
務
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
伝
達
す
る
た
め

の
文
書

九

証
明

文
部
科
学
省
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
、
文
化
庁
又
は
局
課
長
の
名
義
に
よ
る
事
実
の
証
明
の
た
め
の
文
書

十

供
覧

供
覧
の
た
め
の
文
書

（
供
覧
文
書
）

第
十
条

請
願
、
陳
情
、
希
望
、
意
見
等
に
関
す
る
供
覧
文
書
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
に
対
す
る
措
置
、

意
見
等
を
付
す
も
の
と
す
る
。

（
名
義
及
び
決
裁
）

第
十
一
条

文
書
の
名
義
及
び
決
裁
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
本
省
内
部
部
局
文
書
決
裁
規
則
（
平
成
十
三
年
文
部
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科
学
省
訓
令
第
一
号
）
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
内
部
部
局
文
書
決
裁
規
則
（
平
成
二
十
七
年
ス
ポ
ー
ツ
庁
訓
令
第
七
号
）
及

び
文
化
庁
内
部
部
局
文
書
決
裁
規
則
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
・
文
化
庁
訓
令
第
九
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
起
案
文
書
の
決
裁
手
続
）

第
十
二
条

起
案
文
書
の
決
裁
又
は
承
認
は
、
原
則
と
し
て
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
起
案
文
書
が
持
ち
回
り
文
書
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
持
ち
回
り

し
て
決
裁
又
は
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
大
臣
等
の
決
裁
手
続
等
）

第
十
三
条

大
臣
の
決
裁
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
事
務
次
官
の
承
認
を
経
た
後
、
当
該
起
案
文
書
に
係
る

政
策
及
び
立
案
を
つ
か
さ
ど
る
副
大
臣
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

大
臣
又
は
副
大
臣
の
決
裁
を
要
す
る
起
案
文
書
の
う
ち
、
大
臣
政
務
官
が
参
画
す
る
特
定
の
政
策
及
び
企
画
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
事
務
次
官
の
承
認
を
経
た
後
、
当
該
大
臣
政
務
官
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

大
臣
政
務
官
の
決
裁
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
事
務
次
官
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
務
次
官
の
決
裁
又
は
承
認
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
官
房
長
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
起
案
文
書
の
う
ち
、
文
部
科
学
審
議
官
が
総
括
整
理
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
官
房
長
の
承

認
を
経
た
後
、
当
該
文
部
科
学
審
議
官
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６

官
房
長
の
決
裁
又
は
承
認
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
官
房
長
が
別
に
定
め
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
、
大
臣
官
房
人
事
課
長
、
大
臣
官
房
会
計
課
長
、
大

臣
官
房
政
策
課
長
、
大
臣
官
房
国
際
課
長
又
は
大
臣
官
房
文
教
施
設
企
画
・
防
災
部
長
（
次
項
に
お
い
て
「
官
房
課

長
等
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
経
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

前
項
の
起
案
文
書
の
う
ち
、
大
臣
官
房
総
括
審
議
官
が
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
し
、
総
括
整
理
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
官
房
課
長

等
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
経
た
後
、
大
臣
官
房
総
括
審
議
官
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８

第
六
項
の
起
案
文
書
の
う
ち
、
大
臣
官
房
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
政
策
立
案
総
括
審
議
官
が
総
括
整
理
す
る

事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
の
承
認
を
経
た
後
、
大
臣
官
房
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・

政
策
立
案
総
括
審
議
官
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
六
項
の
起
案
文
書
の
う
ち
、
大
臣
官
房
公
文
書
監
理
官
が
総
括
整
理
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
大

臣
官
房
総
務
課
長
の
承
認
を
経
た
後
、
大
臣
官
房
公
文
書
監
理
官
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
項
の
起
案
文
書
の
う
ち
、
大
臣
官
房
を
担
当
す
る
大
臣
官
房
審
議
官
が
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
又
は
総

10
括
整
理
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
の
承
認
を
経
た
後
、
当
該
大
臣
官
房
審
議
官
の

承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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大
臣
官
房
総
務
課
長
の
決
裁
又
は
承
認
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
局
課
長
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

11
な
い
。

（
回
付
）

第
十
四
条

大
臣
官
房
総
務
課
総
務
班
は
、
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
、
事
務
次
官
、
官
房
長
又
は
大
臣
官
房
総

務
課
長
の
決
裁
を
得
た
起
案
文
書
を
、
起
案
者
へ
回
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
庁
長
官
又
は
文
化
庁
長
官
の
決
裁
手
続
等
）

第
十
五
条

ス
ポ
ー
ツ
庁
長
官
又
は
文
化
庁
長
官
の
決
裁
又
は
承
認
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ス

ポ
ー
ツ
庁
次
長
又
は
文
化
庁
次
長
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
課
長
等
の
決
裁
手
続
等
）

第
十
六
条

課
長
並
び
に
大
臣
官
房
人
事
課
長
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
、
大
臣
官
房
会
計
課
長
、
大
臣
官
房
政
策
課
長

及
び
大
臣
官
房
国
際
課
長
の
決
裁
又
は
承
認
を
要
す
る
起
案
文
書
の
う
ち
、
企
画
官
、
調
査
官
、
調
整
官
、
専
門
官

等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
企
画
官
等
」
と
い
う
。
）
が
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
企
画
官
等
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
決
裁
等
）

第
十
七
条

決
裁
者
又
は
承
認
者
が
不
在
の
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
裁
者
又
は
承
認
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
決
裁
又
は
承
認
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
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し
、
事
後
に
お
い
て
決
裁
者
又
は
承
認
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
臣

副
大
臣

二

副
大
臣

事
務
次
官

三

大
臣
政
務
官

事
務
次
官

四

事
務
次
官

官
房
長

五

官
房
長

大
臣
官
房
総
務
課
長

六

局
課
長
（
国
際
統
括
官
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
長
官
及
び
文
化
庁
長
官
を
除
く
。
）
当
該
局
課
の
総
合
調
整
課
長
（
大

臣
官
房
政
策
課
長
及
び
大
臣
官
房
国
際
課
長
に
あ
っ
て
は
当
該
局
課
の
課
長
補
佐
）

七

国
際
統
括
官

国
際
統
括
官
補
佐

八

ス
ポ
ー
ツ
庁
長
官

ス
ポ
ー
ツ
庁
次
長

九

文
化
庁
長
官

文
化
庁
次
長

十

ス
ポ
ー
ツ
庁
次
長

ス
ポ
ー
ツ
庁
政
策
課
長

十
一

文
化
庁
次
長

文
化
庁
政
策
課
長
又
は
企
画
調
整
課
長

十
二

高
等
教
育
局
私
学
部
長

高
等
教
育
局
私
学
部
私
学
行
政
課
長

十
三

課
長

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者

十
四

室
長
（
大
臣
官
房
人
事
課
、
大
臣
官
房
総
務
課
、
大
臣
官
房
政
策
課
及
び
大
臣
官
房
国
際
課
に
置
か
れ
る
室
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の
室
長
を
除
く
。
）

室
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者

（
関
係
局
課
へ
の
協
議
等
）

第
十
八
条

起
案
文
書
の
内
容
が
、
起
案
文
書
を
作
成
し
た
課
、
大
臣
官
房
政
策
課
、
大
臣
官
房
国
際
課
又
は
国
際
統

括
官
（
以
下
「
起
案
課
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
る
局
課
以
外
の
局
課
に
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
起
案
課
は
、
当
該

関
係
の
あ
る
局
課
（
以
下
「
関
係
局
課
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
事
前
に
協
議
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
決
裁
を
得
た
後
そ
の
内
容
を
連
絡
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
と
き
又
は
供
覧
文
書
の
写
し
を

関
係
局
課
に
配
布
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
関
係
局
課
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
起
案
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
起
案
文
書

の
備
考
等
の
欄
に
そ
の
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
持
ち
回
り
文
書
に
つ
い
て
は
、
原
議
書
の
備

考
等
の
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
、
記
名
又
は
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

前
条
第
一
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
局
課
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
起
案
文
書

の
合
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
起
案
文
書
の
回
付
を
受
け
た
関
係
局
課
の
合
議
を
要
す
る
課
（
次
項
に
お
い
て
「
合
議
課
」

と
い
う
。
）
は
、
課
長
の
承
認
（
局
課
長
の
承
認
を
経
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
局
課
長
の
承
認
）

を
経
た
後
、
当
該
起
案
文
書
を
当
該
起
案
課
へ
回
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

合
議
課
は
、
起
案
文
書
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
合
議
課
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
よ
り
訂
正
し
、
文
書
管
理
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シ
ス
テ
ム
の
起
案
文
書
の
備
考
等
の
欄
に
そ
の
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
持
ち
回
り
文
書
に
つ

い
て
は
、
訂
正
個
所
に
押
印
し
、
原
議
書
の
備
考
等
の
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
臣
等
へ
の
事
前
説
明
）

第
二
十
条

起
案
課
は
、
起
案
文
書
の
決
裁
者
及
び
専
決
者
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
、
大
臣
、
副
大

臣
、
大
臣
政
務
官
、
事
務
次
官
又
は
官
房
長
に
対
し
事
前
に
当
該
起
案
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
も
の
と

す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
起
案
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
起
案
文
書
の
備
考
等
の
欄

に
そ
の
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
持
ち
回
り
文
書
に
つ
い
て
は
、
原
議
書
の
備
考
等
の
欄
に
そ

の
旨
を
記
載
し
、
記
名
又
は
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
度
決
裁
を
得
な
い
決
裁
終
了
後
の
起
案
文
書
の
修
正
の
禁
止
）

第
二
十
一
条

起
案
文
書
の
内
容
を
決
裁
終
了
後
に
修
正
す
る
こ
と
は
、
修
正
を
行
う
た
め
の
起
案
文
書
を
作
成
し
、

改
め
て
順
次
承
認
を
経
て
決
裁
を
得
る
こ
と
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
修
正
の
た
め
の
決
裁
」
と
い
う
。
）
を
し

な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

修
正
の
た
め
の
決
裁
に
は
、
当
初
の
起
案
文
書
か
ら
の
修
正
の
箇
所
及
び
内
容
並
び
に
修
正
の
理
由
を
記
し
た
資

料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
機
関
の
意
思
決
定
の
内
容
そ
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
直
接
的
な
決
裁
対
象
と
な
る
行
政
文
書
（
以
下
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こ
の
条
に
お
い
て
「
決
裁
対
象
文
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
修
正
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
原
本
は
、
修
正
の
た
め

の
決
裁
に
よ
り
修
正
が
行
わ
れ
た
後
の
決
裁
対
象
文
書
と
す
る
。

４

修
正
の
た
め
の
決
裁
を
行
っ
た
場
合
、
決
裁
対
象
文
書
の
文
書
番
号
及
び
施
行
日
は
、
修
正
の
た
め
の
決
裁
に
お

け
る
文
書
番
号
及
び
施
行
日
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
正
の
た
め
の
決
裁
を
行
っ
た
の
が
当
初
の
決
裁
対

象
文
書
の
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
で
、
起
案
課
が
当
初
の
決
裁
に
お
け
る
文
書
番
号
及
び
施
行
日
に
よ
る
こ
と
が
適

切
で
あ
る
と
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
の
起
案
文
書
の
本
体
で
は
な
く
、
当
該
決
裁
の
説
明
を
行
う
た
め
に
添
付
し

た
資
料
の
み
を
修
正
し
た
場
合
、
施
行
が
必
要
な
文
書
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
決
裁
に
お
け
る
文
書
番
号
及
び
施
行

日
に
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

６

修
正
の
内
容
が
、
客
観
的
に
明
白
な
計
算
違
い
、
誤
記
、
誤
植
又
は
脱
字
な
ど
軽
微
か
つ
明
白
な
誤
り
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
の
た
め
の
決
裁
に
係
る
手
続
を
、
総
括
文
書
管
理
者

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
簡
素
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

発
送
等

（
決
裁
日
の
登
録
）

第
二
十
二
条

起
案
者
は
、
起
案
文
書
（
持
ち
回
り
文
書
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
決
裁
を
得
た
と
き
は
、
決
裁
年
月
日

を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
、
公
文
書
監
理
室
（
文
書
名
義
者
が
課
長
で
あ
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
当
該
起
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案
者
が
所
属
す
る
課
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
文
書
監
理
室
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
審
査
を
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
文
書
監
理
室
等
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
記
載
事
項
に
不
備
が
あ
る

場
合
そ
の
他
こ
の
訓
令
に
定
め
ら
れ
た
起
案
文
書
の
形
式
上
の
要
件
に
適
合
し
な
い
場
合
を
除
き
、
決
裁
年
月
日
の

登
録
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

起
案
者
は
、
持
ち
回
り
文
書
に
つ
い
て
決
裁
を
得
た
と
き
は
、
決
裁
年
月
日
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
、

公
文
書
監
理
室
等
に
対
し
て
決
裁
年
月
日
の
記
入
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
文
書

監
理
室
等
は
、
原
議
書
の
記
載
事
項
に
不
備
が
あ
る
場
合
そ
の
他
こ
の
訓
令
に
定
め
ら
れ
た
起
案
文
書
の
形
式
上
の

要
件
に
適
合
し
な
い
場
合
を
除
き
、
決
裁
年
月
日
を
原
議
書
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
浄
書
、
印
刷
等
）

第
二
十
三
条

決
裁
を
得
た
文
書
の
浄
書
、
印
刷
及
び
照
合
は
、
起
案
課
に
お
い
て
行
う
。

２

起
案
課
は
、
決
裁
を
得
た
文
書
を
浄
書
し
た
と
き
は
、
当
該
浄
書
し
た
文
書
を
電
子
化
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
印
の
使
用
）

第
二
十
四
条

公
印
を
使
用
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
公
印
規
則
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
二
号
）
、
ス

ポ
ー
ツ
庁
公
印
規
則
（
平
成
二
十
七
年
ス
ポ
ー
ツ
庁
訓
令
第
八
号
）
及
び
文
化
庁
公
印
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
文
化

庁
訓
令
第
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
押
印
す
る
公
印
の
種
別
及
び
数
並
び
に
当
該
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公
印
を
押
印
す
る
者
の
所
属
及
び
氏
名
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
送
準
備
及
び
発
送
）

第
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
を
名
宛
人
と
す
る
文
書
の
発
送
準
備
は
、
公
文
書
監
理
室
に
お
い
て
一
括
し
て
行
う
。

た
だ
し
、
小
包
郵
便
物
等
発
送
準
備
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
起
案
課
に
お
い
て
準
備

す
る
。

一

文
部
科
学
省
の
施
設
等
機
関
及
び
特
別
の
機
関

二

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

三

国
立
大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

四

文
部
科
学
省
が
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人

五

公
立
学
校
共
済
組
合
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

六

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核
市
の
教
育
委
員
会

七

都
道
府
県
知
事
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核
市
の
市
長

八

他
府
省

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
名
宛
人
以
外
の
も
の
を
名
宛
人
と
す
る
文
書
の
発
送
準
備
は
、
起
案
課
に
お
い
て
行
う
。

３

文
書
の
発
送
は
、
公
文
書
監
理
室
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
起
案
課
に
お
い
て
携
行
し
て
発
送
す
る
文
書
に
つ

い
て
は
、
当
該
起
案
課
が
行
う
。
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第
五
章

人
事
関
係
文
書
の
取
扱
い

（
人
事
関
係
文
書
の
処
理
）

第
二
十
六
条

人
事
関
係
文
書
の
処
理
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

こ
の
章
で
「
人
事
関
係
文
書
」
と
は
、
大
臣
官
房
人
事
課
長
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
政
策
課
長
又
は
文
化
庁
政
策
課
長
の

所
掌
事
務
に
係
る
文
書
で
個
々
の
職
員
に
つ
い
て
の
人
事
に
関
す
る
も
の
（
退
職
者
に
つ
い
て
の
恩
給
及
び
退
職
手

当
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

３

人
事
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
七
条
第
五
号
の
規
定
中
「
大
臣
官

房
総
務
課
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
臣
官
房
人
事
課
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条

人
事
関
係
文
書
を
接
受
し
た
と
き
は
、
公
文
書
監
理
室
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
接

受
文
書
を
大
臣
官
房
人
事
課
総
務
班
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
文
書
に
あ
っ
て
は
ス
ポ
ー
ツ
庁
政

策
課
、
文
化
庁
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
文
書
に
あ
っ
て
は
文
化
庁
政
策
課
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
回
付

す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
人
事
関
係
文
書
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第

二
十
五
条
に
規
定
す
る
事
項
を
除
き
、
全
て
大
臣
官
房
人
事
課
総
務
班
に
お
い
て
、
こ
の
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

第
六
章

電
子
文
書
の
取
扱
い
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（
電
子
署
名
の
定
義
）

第
二
十
九
条

「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
の
う
ち
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
電
子
文
書
取
扱
主
任
）

第
三
十
条

公
文
書
監
理
室
に
、
電
子
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

２

電
子
文
書
取
扱
主
任
は
、
公
文
書
監
理
室
の
職
員
の
う
ち
か
ら
総
括
文
書
管
理
者
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て

る
。

３

電
子
文
書
取
扱
主
任
は
、
省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
（
霞
が
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
で
提
供
さ
れ
て
い
る
電
子
文
書
交

換
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
電
子
文
書
の
送
受
信
及
び
省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
を
用

い
て
送
受
信
す
る
電
子
文
書
の
適
切
な
管
理
に
当
た
る
。

（
受
信
済
文
書
の
取
扱
い
）

第
三
十
一
条

公
文
書
監
理
室
は
、
省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
送
信
さ
れ
た
電
子
文
書
を
受
信
し
た

と
き
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

受
信
し
た
電
子
文
書
に
公
印
の
電
子
署
名
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
電
子
署
名
の
検
証
を
行
う
こ
と
。

二

受
信
し
た
電
子
文
書
の
形
式
を
確
認
し
、
発
信
者
に
対
し
て
形
式
上
の
誤
り
が
な
い
場
合
に
は
受
領
通
知
を
、

形
式
上
の
誤
り
が
あ
る
場
合
に
は
否
認
通
知
を
、
そ
れ
ぞ
れ
送
信
す
る
こ
と
。

三

受
信
し
た
電
子
文
書
を
送
受
信
文
書
保
管
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
こ
と
。

（
省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
の
利
用
）

第
三
十
二
条

省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
発
送
は
、
当
該
シ

ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

起
案
課
は
、
省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
電
子
文
書
取
扱
主
任
に
依
頼
し

て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
電
子
文
書
を
送
信
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
文
書
が
真
正

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
電
子
署
名
は
、
文
部
科
学
省
電
子
署
名
規
則
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
・
文
化
庁
訓
令
訓
令
第
一
号
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
文
書
取
扱
主
任
又
は
同
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
職
員
が

行
う
。

（
鍵
情
報
の
制
定
等
）
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第
三
十
三
条

総
括
文
書
管
理
者
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
鍵
情
報
（
省
庁
間
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ

ム
を
用
い
て
送
信
さ
れ
る
電
子
文
書
の
暗
号
化
及
び
当
該
暗
号
化
さ
れ
た
電
子
文
書
の
復
号
に
用
い
る
公
開
鍵
及
び

秘
密
鍵
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
成
、
廃
止
及
び
失
効
に
つ
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

鍵
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
総
括
文
書
管
理
者
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

（
ア
ク
セ
ス
の
管
理
）

第
三
十
四
条

総
括
文
書
管
理
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
し
よ
う
と
す
る
者
を
、
ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ
及
び
パ

ス
ワ
ー
ド
に
よ
り
識
別
し
、
認
証
す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
括
文
書
管
理
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
状
況
を
監
視
し
、
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
文
書
の
保
存
等
の
記
録
）

第
三
十
五
条

総
括
文
書
管
理
者
は
、
電
子
文
書
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
保
存
並
び
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登

録
さ
れ
た
電
子
文
書
の
閲
覧
、
更
新
、
複
写
及
び
廃
棄
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
存
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
た
と
き
は
、
当
該
保
存
等
が
行
わ
れ
た
年
月
日
及
び
時
刻
並
び
に
そ
の
実
施
者
名
を
記
録
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

２

総
括
文
書
管
理
者
は
、
消
失
、
改
ざ
ん
、
漏
え
い
等
に
よ
り
国
民
の
権
利
義
務
、
国
民
生
活
等
に
重
大
な
影
響
を

与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
、
更
新
履
歴
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

総
括
文
書
管
理
者
は
、
電
子
文
書
の
消
失
及
び
変
化
並
び
に
改
ざ
ん
、
盗
難
、
漏
え
い
及
び
盗
み
見
を
防
止
す
る
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た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
感
染
防
止
）

第
三
十
六
条

職
員
は
、
外
部
か
ら
入
手
し
た
電
子
文
書
の
利
用
に
際
し
て
は
、
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
感
染
有
無
の
確
認

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

雑
則

（
関
係
機
関
に
お
け
る
文
書
）

第
三
十
七
条

関
係
機
関
に
お
け
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
同
令
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
関
係
機

関
の
長
が
同
令
に
準
じ
て
文
書
取
扱
規
則
を
定
め
、
同
規
則
に
基
づ
い
て
文
書
の
処
理
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

（
文
部
科
学
省
本
省
内
部
部
局
文
書
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

２

文
部
科
学
省
本
省
内
部
部
局
文
書
決
裁
規
則
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
文
部
科
学
省
文
書
取
扱
規
則
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
・
文
化
庁
訓
令
第
一
号
）
」
を

、
「
文
部
科
学
省
文
書
取
扱
規
則
（
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
八
号
）
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
九
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
、
大
臣
官
房

文
教
施
設
企
画
部
参
事
官
、
生
涯
学
習
政
策
局
参
事
官
」
を
「
、
大
臣
官
房
文
教
施
設
企
画
・
防
災
部
参
事
官
」
に
改

め
る
部
分
並
び
に
第
十
三
条
第
六
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。


